
 

議案第３７号 

   さいたま市職員退職手当条例の一部を改正する条例の制定について 

 さいたま市職員退職手当条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年２月４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

   さいたま市職員退職手当条例の一部を改正する条例 

 さいたま市職員退職手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 
２～１０ ［略］ ２～１０ ［略］ 
１１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定

めるもののほか、第１項又は第３項の規定による

退職手当の支給を受けることができる者で次の各

号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当

該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保

険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病

手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費

の支給の条件に従い支給する。 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定

めるもののほか、第１項又は第３項の規定による

退職手当の支給を受けることができる者で次の各

号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当

該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保

険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病

手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費

の支給の条件に従い支給する。 
 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 安定した職業に就いた者 雇用保険法第５６

条の３第３項に規定する就業促進手当の額に相

当する金額 

 ⑷ 職業に就いた者 雇用保険法第５６条の３第

３項に規定する就業促進手当の額に相当する金

額 
 ⑸・⑹ ［略］  ⑸・⑹ ［略］ 
１２・１３ ［略］ １２・１３ ［略］ 
１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支給があ

ったときは、第１項、第３項又は第１１項の規定

の適用については、雇用保険法第５６条の３第１

項第１号に該当する者に係る就業促進手当につい

て同条第４項の規定により基本手当を支給したも

のとみなされる日数に相当する日数分の第１項又

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支給があ

ったときは、第１項、第３項又は第１１項の規定

の適用については、次の各号に掲げる退職手当ご

とに、当該各号に定める日数分の第１項又は第３

項の規定による退職手当の支給があったものとみ

なす。 



 

は第３項の規定による退職手当の支給があったも

のとみなす。 
 ⑴ 雇用保険法第５６条の３第１項第１号イに該当

する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 

当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数 
 ⑵ 雇用保険法第５６条の３第１項第１号ロに該当

する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 

当該就業促進手当について同条第５項の規定によ

り基本手当を支給したものとみなされる日数に相

当する日数 
１５～１７ ［略］ １５～１７ ［略］ 
  
   附 則    附 則 
１～６ ［略］ １～６ ［略］ 
７ 新市設置の日以後にさいたま市の職員となった

者（継続適用職員を除く。）で、昭和６０年３月

３１日に日本たばこ産業株式会社法（昭和５９年

法律第６９号）附則第１２条第１項の規定による

解散前の日本専売公社の職員として在職していた

者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員

となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社

の職員として在職した後職員となった場合又は同

日に日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和

５９年法律第８５号）附則第４条第１項の規定に

よる解散前の日本電信電話公社の職員として在職

していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社

（同法第１条の２第１項に規定する日本電信電話

株式会社をいう。以下この項において同じ。）の

職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会

社の職員として在職した後職員となった場合にお

けるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期

間の計算については、その者の同日までのたばこ

事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（昭和５９年法律第７１号）第４条及び日本

電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和５９年

法律第８７号）第５条の規定による改正前の国家

公務員等退職手当法（昭和２８年法律第１８２号

）第２条第２項に規定する職員としての引き続い

た在職期間及び昭和６０年４月１日以後の日本た

ばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職

員としての在職期間を職員としての引き続いた在

職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産

業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職した 
 ことにより退職手当（これに相当する給付を含む。

 ）の支給を受けているときは、この限りでない。 

７ 新市設置の日以後にさいたま市の職員となった

者（継続適用職員を除く。）で、昭和６０年３月

３１日に日本たばこ産業株式会社法（昭和５９年

法律第６９号）附則第１２条第１項の規定による

解散前の日本専売公社の職員として在職していた

ものが、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職

員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会

社の職員として在職した後職員となった場合又は

同日に日本電信電話株式会社等に関する法律（昭

和５９年法律第８５号）附則第４条第１項の規定

による解散前の日本電信電話公社の職員として在

職していたものが、引き続いて日本電信電話株式

会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話

株式会社の職員として在職した後職員となった場

合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる

勤続期間の計算については、その者の同日までの

たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（昭和５９年法律第７１号）第４条及

び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和

５９年法律第８７号）第５条の規定による改正前

の国家公務員等退職手当法第２条第２項に規定す

る職員としての引き続いた在職期間及び昭和６０

年４月１日以後の日本たばこ産業株式会社又は日

本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職 
 員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、

 その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電

話株式会社を退職したことにより退職手当（これ

に相当する給付を含む。）の支給を受けていると

きは、この限りでない。 

８～１２ ［略］ ８～１２ ［略］ 
１３ 平成１６年３月３１日に国立大学法人法（平

成１５年法律第１１２号）附則別表の上欄に掲げ

る機関（以下「旧機関」という。）の職員として

１３ 平成１６年３月３１日に国立大学法人法（平

成１５年法律第１１２号）附則別表第１の上欄に

掲げる機関（以下「旧機関」という。）の職員と



 

在職する者が、同法附則第４条の規定により引き

続いて国立大学法人等（同法第２条第１項に規定

する国立大学法人及び同条第３項に規定する大学

共同利用機関法人をいう。以下同じ。）の職員と

なり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員とし

て在職した後引き続いて職員となった場合におけ

るその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間

の計算については、その者の国立大学法人等の職

員としての引き続いた在職期間を職員としての引

き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国

立大学法人等を退職したことにより退職手当（こ

れに相当する給付を含む。）の支給を受けている

ときは、この限りでない。 

して在職する者が、同法附則第４条の規定により

引き続いて国立大学法人等（同法第２条第１項に

規定する国立大学法人及び同条第３項に規定する

大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。）の職

員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員

として在職した後引き続いて職員となった場合に

おけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続

期間の計算については、その者の国立大学法人等

の職員としての引き続いた在職期間を職員として

の引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者

が国立大学法人等を退職したことにより退職手当

（これに相当する給付を含む。）の支給を受けて

いるときは、この限りでない。 
１４ 旧機関の職員が、第１１条第５項に規定する

事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き

続いて職員として在職した後引き続いて国立大学

法人等の職員となった場合において、その者の職

員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退

職手当の支給の基準（国立大学法人法第３５条の

２において準用する独立行政法人通則法（平成１

１年法律第１０３号）第５０条の１０第２項に規

定する基準をいう。）により、当該国立大学法人

等の職員としての勤続期間に通算されることに定

められているときは、市長が別に定める場合を除

き、この条例の規定による退職手当は、支給しな

い。 

１４ 旧機関の職員が、第１１条第５項に規定する

事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き

続いて職員として在職した後引き続いて国立大学

法人等の職員となった場合において、その者の職

員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退

職手当の支給の基準（国立大学法人法第３５条に

おいて準用する独立行政法人通則法（平成１１年

法律第１０３号）第５０条の１０第２項に規定す

る基準をいう。）により、当該国立大学法人等の

職員としての勤続期間に通算されることに定めら

れているときは、市長が別に定める場合を除き、

この条例の規定による退職手当は、支給しない。 

１５ ［略］ １５ ［略］ 
１６ 令和９年３月３１日以前に退職した職員に対

する第１６条第１０項の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

１６ 令和７年３月３１日以前に退職した職員に対

する第１６条第１０項の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

１７～２５ ［略］ １７～２５ ［略］ 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第７項、第１３項及

び第１４項の改正は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市職員退職手当条例第１６条第１１項（第４号

に係る部分に限り、同条第１５項において準用する場合を含む。）の規定は、退職

職員（退職したさいたま市職員退職手当条例第２条第１項に規定する職員（同条第 



 

 ２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下この項において同じ。 

 ）であってこの条例の施行の日以後に安定した職業に就いた者について適用し、退

職職員であって同日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当

の支給については、なお従前の例による。 

 


